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食品安全委員会食品健康影響評価技術研究の実施について 

(平成２３年２月７日 調査・研究企画調整会議決定) 

 

最終改正：令和８年３月２５日 

 

第１ 趣旨 

この決定は、食品安全基本法（平成１５年法律第４８号）第２３条第１項

第６号に規定する科学的研究として食品安全委員会（以下「委員会」という。）

が行う食品健康影響評価技術研究（以下「研究」という。）について、その

効果的かつ効率的な実施のために必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 研究の内容 

研究は、競争的研究費制度により行う公募型の委託研究であって、リスク

評価手法の策定に資するものとし、「食品の安全性の確保のための研究・調

査の推進の方向性（ロードマップ）」（平成２２年１２月１６日食品安全委

員会決定。以下「ロードマップ」という。）に沿って行うものとする。 

 

第３ 各年度において取り組むべき研究・調査の優先実施課題の案の選定 

「研究・調査企画会議の設置等について」（平成２２年１２月１６日食品

安全委員会決定。以下「設置要綱」という。）に基づき設置される研究・調

査企画会議（以下「企画会議」という。）は、ロードマップに基づき各年度

において取り組むべき研究・調査の優先実施課題の案について審議し、設置

要綱第２の３（４）に基づき、その結果について速やかに委員会に報告する

ものとする。 

 

第４ 各年度において取り組むべき研究の対象課題の案の選定 

企画会議は、各年度において取り組むべき研究・調査の優先実施課題をもと

に公募により提案された研究課題のうちから各年度において取り組むべき

研究の対象課題の案について審議し、設置要綱第２の３（４）に基づき、そ

の結果について速やかに委員会に報告するものとする。 

 

第５ 研究の対象課題の案の選定時における事前評価 

研究の対象課題の案の選定時における事前評価は、「食品安全委員会食品

健康影響評価技術研究の評価に関する指針」（平成２３年２月７日調査・研

究企画調整会議決定。以下「評価指針」という。）に従って以下のとおり行

うものとする。 
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① 企画会議の構成員は、研究課題について、当該課題ごとに応募書類によ

る書面審査を行い、その結果を企画会議に報告する。 

② 企画会議の構成員は、２年以上の実施期間を要する研究課題について、

ヒアリングによる審査を行うとともに、設置要綱第２の３（４）に基づき、

その結果について速やかに委員会に報告するものとする。 

 

第６ 研究課題の評価 

研究課題は、評価指針に従って、企画会議が評価し、委員会に報告するも

のとする。 

（１）中間評価 

① 企画会議の構成員は、２年以上の実施期間を要する研究課題について、

毎年度、当該研究課題ごとに書面による審査を行い、当該研究課題の継

続の要否及び内容の見直しについて企画会議に報告する。 

② 企画会議は、①の報告を踏まえ必要と判断される研究課題について、

ヒアリングによる審査を行うとともに、設置要綱第２の３（４）に基づ

き、その結果について速やかに委員会に報告するものとする。 

 

（２）事後評価 

① 企画会議の構成員は、実施期間を終了した研究課題について、研究期間

の終了後、当該研究課題ごとに書面による審査を行い、その結果を企画

会議に報告する。 

② 企画会議は、①の報告を踏まえ必要と判断される研究課題について、

ヒアリングによる審査を行い、その結果について速やかに委員会に報告

するものとする。 

 

第７ 研究成果の活用及び公表 

研究課題の成果は、専門調査会等で食品健康影響評価を行う際の審議、意

見交換会等に活用するとともに、委員会のホームページ等への掲載、研究報

告集の作成・配布、食品安全行政関係者等を対象とする小冊子の発行、研究

成果発表会の開催等により、広く関係者への普及を図ることとする。また、

研究成果については、広く購読されている査読のある学術誌等での発表を促

進することとする。 

 


